
税務署

マイナポータル
民間送達サービス等

従業員 雇用主（勤務先）
保険料控除申告書等データ
の受領・保管（システム利用）

控除証明書等発行主体

控除証明書等のデータ発行

年末調整手続

確定申告手続

納税者

お客様ページ

マイナポータル等
連携機能

年調控除申告書
作成用ソフト

e-Tax確定申告書等
作成コーナー

情報の一括
入手が可能

各社のページにログイ
ンし、自身のパソコンに
情報をダウンロード

従業員

送信

お客様ページ
（いわゆるマイページ等）

の開発

民間送達サービス等
への対応

確定申告が必要な場合

給与担当者

ダウンロードした
データをインポート

簡単な操作で
証明書等のデータ
を一括取得

入手したデータを
控除申告書の
所定の項目に
自動入力

検算等の
作業が簡素化

書類の保管
は不要

入手したデータを
確定申告書の
所定の項目に
自動入力

個人事業主等

上記に加えて、
・民間送達サービスとの紐付
け を 行 う 機 能 の 開 発
(Webサイトの修正等)
・民間送達サービスとの紐付
け情報の管理

・控除証明書などの電子交
付のための開発(xml形
式、電子署名付与等)

（R2.10～）

（R3.1～）
※H31.1から「お客様
ページ」は一部対応

年末調整の適用を受ける
給与所得者 約45百万人

確定申告件数 約22百万人
うち主たる所得が給与所得の者

約10百万人
(年末調整の適用を受けていない
給与所得者を含む。)

源泉徴収義務者
約350万者

マイナポータルを活用した年末調整・確定申告手続の簡便化
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「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」
（令和元年６月21日）

Ⅰ．Society 5.0の実現

５．スマート公共サービス

（２）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）個人、法人による手続の自動化

③税・社会保険手続の電子化・自動化

・ 年末調整・所得税の確定申告に関して、2020年分から、マイナポータルを活用したデータ連携により、生命保険料控除証明書等

の一括取得、各種申告書への入力・添付を自動化するとともに、保険会社等が発行する当該証明書については、関連するシステム

対応状況に応じて電子交付を原則とする。

「経済財政運営と改革の基本方針2019 ～「令和」新時代：「Society5.0」への挑戦～」
（令和元年６月21日）

第２章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり

１．成長戦略実行計画をはじめとする成長力の強化

（１）Society 5.0 の実現

⑤ スマート公共サービス

（ⅱ）個人・法人による手続の自動化

予防接種や児童手当など、妊娠から就学前までの子育て関連手続をボタン一つで申請できるサービスにつき、来年度から一部の

地方公共団体において開始し、2023 年度からの全国展開を目指す。あわせて、年末調整手続に関して、来年度から、マイナポー

タルを活用したデータ連携により、必要書類の一括取得、各種申告書への入力・添付の自動化を開始する。

（参考）閣議決定等




